
 
〇
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及

び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
国
家
公
安
委
員

 

会
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

 

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長　

坂
井　
　

学　
　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す

 

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
国
家
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

 

（
警
察
表
彰
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
一
条　

警
察
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改
　
　
　
正
　
　
　
後

改
　
　
　
正
　
　
　
前

 
 

（
警

察
勲

功
章

等
の

返
納

等
）

（
警

察
勲

功
章

等
の

返
納

等
）

第
1
0
条

　
警

察
勲

功
章

、
警

察
功

労
章

又
は

警
察

功
績

章
を

授
与

さ
れ

た
者

第
1
0
条

　
警

察
勲

功
章

、
警

察
功

労
章

又
は

警
察

功
績

章
を

授
与

さ
れ

た
者

が
、

拘
禁

刑
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
又

は
懲

戒
免

職
の

処
分

を
受

け
た

と
が

、
禁

錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
又

は
懲

戒
免

職
の

処
分

を
受

け
た

と
き

き
は

、
こ

れ
を

返
納

さ
せ

、
警

察
職

員
に

ふ
さ

わ
し

く
な

い
非

行
の

あ
っ

た
は

、
こ

れ
を

返
納

さ
せ

、
警

察
職

員
に

ふ
さ

わ
し

く
な

い
非

行
の

あ
っ

た
と

と
き

は
、

こ
れ

を
着

け
る

こ
と

を
停

止
し

、
又

は
こ

れ
を

返
納

さ
せ

る
こ

と
き

は
、

こ
れ

を
着

け
る

こ
と

を
停

止
し

、
又

は
こ

れ
を

返
納

さ
せ

る
こ

と
が

が
で

き
る

。
で

き
る

。



 
（
犯
罪
捜
査
規
範
の
一
部
改
正
）

 

第
二
条　

犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改
　
　
　
正
　
　
　
後

改
　
　
　
正
　
　
　
前

 
 

（
取

調
べ

等
の

録
音

・
録

画
）

（
取

調
べ

等
の

録
音

・
録

画
）

第
1
8
2
条

の
３

　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
掲

げ
る

事
件

に
つ

い
て

、
逮

捕
若

第
1
8
2
条

の
３

　
［

同
左

］

し
く

は
勾

留
さ

れ
て

い
る

被
疑

者
の

取
調

べ
を

行
う

と
き

又
は

被
疑

者
に

対

し
弁

解
の

機
会

を
与

え
る

と
き

は
、

刑
訴

法
第

3
0
1
条

の
２

第
４

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
を

除
き

、
取

調
べ

等
の

録
音

・
録

画
（

取
調

べ

又
は

弁
解

の
機

会
に

お
け

る
被

疑
者

の
供

述
及

び
そ

の
状

況
を

録
音

及
び

録

画
を

同
時

に
行

う
方

法
に

よ
り

記
録

媒
体

に
記

録
す

る
こ

と
を

い
う

。
次

項

及
び

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

⑴
　

死
刑

又
は

無
期

拘
禁

刑
に

当
た

る
罪

に
係

る
事

件
⑴

　
死

刑
又

は
無

期
の

懲
役

若
し

く
は

禁
錮

に
当

た
る

罪
に

係
る

事
件

⑵
　

短
期

１
年

以
上

の
拘

禁
刑

に
当

た
る

罪
で

あ
つ

て
故

意
の

犯
罪

行
為

に
⑵

　
短

期
１

年
以

上
の

有
期

の
懲

役
又

は
禁

錮
に

当
た

る
罪

で
あ

つ
て

故
意

よ
り

被
害

者
を

死
亡

さ
せ

た
も

の
に

係
る

事
件

の
犯

罪
行

為
に

よ
り

被
害

者
を

死
亡

さ
せ

た
も

の
に

係
る

事
件

２
　

［
略

］
２

　
［

同
左

］

 
 

（
少

年
事

件
の

送
致

及
び

送
付

先
）

（
少

年
事

件
の

送
致

及
び

送
付

先
）

第
2
1
0
条

　
少

年
事

件
に

つ
い

て
捜

査
し

た
結

果
、

そ
の

犯
罪

が
罰

金
以

下
の

第
2
1
0
条

　
少

年
事

件
に

つ
い

て
捜

査
し

た
結

果
、

そ
の

犯
罪

が
罰

金
以

下
の

刑
に

当
た

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

を
家

庭
裁

判
所

に
送

致
し

、
拘

禁
刑

に
当

た
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
を

家
庭

裁
判

所
に

送
致

し
、

禁
錮

刑
以

上
の

刑
に

当
た

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

を
検

察
官

に
送

致
し

、
以

上
の

刑
に

当
た

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

を
検

察
官

に
送

致
し

、
又

又
は

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

少
年

事
件

が
特

定
少

年
は

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

少
年

事
件

が
特

定
少

年
に

に
係

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

刑
の

軽
重

に
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
を

検
察

官
係

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

刑
の

軽
重

に
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
を

検
察

官
に

に
送

致
し

、
又

は
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
送

致
し

、
又

は
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　

送
致

又
は

送
付

に
当

た
り

、
そ

の
少

年
（

特
定

少
年

を
除

く
。

）
の

被
疑

２
　

送
致

又
は

送
付

に
当

た
り

、
そ

の
少

年
（

特
定

少
年

を
除

く
。

）
の

被
疑

者
に

つ
い

て
、

罰
金

以
下

の
刑

に
当

た
る

犯
罪

と
拘

禁
刑

以
上

の
刑

に
当

た
者

に
つ

い
て

、
罰

金
以

下
の

刑
に

当
た

る
犯

罪
と

禁
錮

以
上

の
刑

に
当

た
る



る
犯

罪
と

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
ら

を
共

に
一

括
し

て
、

検
察

官
に

送
致

犯
罪

と
が

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

ら
を

共
に

一
括

し
て

、
検

察
官

に
送

致
し

、

し
、

又
は

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

又
は

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

。

備
考
　
表
中
の

の
記
載
は
注
記
で
あ
る

［
　

］



 
（
警
察
官
等
拳
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

警
察
官
等
拳
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
昭
和
三
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

 

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改
　
　
　
正
　
　
　
後

改
　
　
　
正
　
　
　
前

 
 

（
用

語
の

定
義

等
）

（
用

語
の

定
義

等
）

 
 

第
２

条
　

［
略

］
第

２
条

　
［

同
左

］

２
　

警
察

官
職

務
執

行
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
1
3
6
号

。
以

下
「

法
」

と
い

２
　

警
察

官
職

務
執

行
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
1
3
6
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

７
条

た
だ

し
書

第
１

号
に

規
定

す
る

「
死

刑
又

は
無

期
若

し
く

は
う

。
）

第
７

条
た

だ
し

書
第

１
号

に
規

定
す

る
「

死
刑

又
は

無
期

若
し

く
は

長
期

３
年

以
上

の
拘

禁
刑

に
当

た
る

凶
悪

な
罪

」
に

当
た

る
罪

を
例

示
す

る
長

期
３

年
以

上
の

懲
役

若
し

く
は

禁
こ

に
あ

た
る

兇
悪

な
罪

」
に

当
た

る
罪

、

と
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
を

例
示

す
る

と
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

⑴
　

不
特

定
若

し
く

は
多

数
の

人
の

生
命

若
し

く
は

身
体

を
害

し
、

又
は

重
⑴

　
［

同
左

］

要
な

施
設

若
し

く
は

設
備

を
破

壊
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

社
会

に
不

安
又

は
恐

怖
を

生
じ

さ
せ

る
罪

と
し

て
次

に
掲

げ
る

も
の

［
イ

～
ト

　
略

］
［

イ
～

ト
　

同
左

］

チ
　

イ
か

ら
ト

ま
で

に
掲

げ
る

罪
の

ほ
か

、
死

刑
又

は
無

期
若

し
く

は
長

チ
　

イ
か

ら
ト

ま
で

に
掲

げ
る

罪
の

ほ
か

、
死

刑
又

は
無

期
若

し
く

は
長

期
３

年
以

上
の

拘
禁

刑
に

当
た

る
罪

で
、

不
特

定
若

し
く

は
多

数
の

人
期

３
年

以
上

の
懲

役
若

し
く

は
禁

錮
に

当
た

る
罪

で
、

不
特

定
若

し
く

の
生

命
若

し
く

は
身

体
を

害
し

、
又

は
重

要
な

施
設

若
し

く
は

設
備

を
は

多
数

の
人

の
生

命
若

し
く

は
身

体
を

害
し

、
又

は
重

要
な

施
設

若
し

破
壊

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
社

会
に

不
安

又
は

恐
怖

を
生

じ
さ

せ
る

も
く

は
設

備
を

破
壊

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
社

会
に

不
安

又
は

恐
怖

を
生

の
じ

さ
せ

る
も

の

⑵
　

人
の

生
命

又
は

身
体

に
危

害
を

与
え

る
罪

と
し

て
次

に
掲

げ
る

も
の

⑵
　

［
同

左
］

イ
　

［
略

］
イ

　
［

同
左

］

ロ
　

イ
に

掲
げ

る
罪

の
ほ

か
、

死
刑

又
は

無
期

若
し

く
は

長
期

３
年

以
上

ロ
　

イ
に

掲
げ

る
罪

の
ほ

か
、

死
刑

又
は

無
期

若
し

く
は

長
期

３
年

以
上

の
拘

禁
刑

に
当

た
る

罪
で

、
人

の
生

命
又

は
身

体
に

危
害

を
与

え
る

も
の

懲
役

若
し

く
は

禁
錮

に
当

た
る

罪
で

、
人

の
生

命
又

は
身

体
に

危
害

の
を

与
え

る
も

の

⑶
　

前
２

号
に

掲
げ

る
罪

の
ほ

か
、

人
の

生
命

又
は

身
体

に
対

し
て

危
害

を
⑶

　
［

同
左

］



及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

り
、

か
つ

、
凶

器
を

携
帯

す
る

な
ど

著
し

く
人

を
畏

怖
さ

せ
る

よ
う

な
方

法
に

よ
つ

て
行

わ
れ

る
罪

と
し

て
次

に
掲

げ
る

も
の

［
イ

～
ヘ

　
略

］
［

イ
～

ヘ
　

同
左

］

ト
　

イ
か

ら
ヘ

ま
で

に
掲

げ
る

罪
の

ほ
か

、
死

刑
又

は
無

期
若

し
く

は
長

ト
　

イ
か

ら
ヘ

ま
で

に
掲

げ
る

罪
の

ほ
か

、
死

刑
又

は
無

期
若

し
く

は
長

期
３

年
以

上
の

拘
禁

刑
に

当
た

る
罪

で
、

人
の

生
命

又
は

身
体

に
対

し
期

３
年

以
上

の
懲

役
若

し
く

は
禁

錮
に

当
た

る
罪

で
、

人
の

生
命

又
は

て
危

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

り
、

か
つ

、
凶

器
を

携
帯

す
る

な
ど

著
身

体
に

対
し

て
危

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

り
、

か
つ

、
凶

器
を

携
帯

し
く

人
を

畏
怖

さ
せ

る
よ

う
な

方
法

に
よ

つ
て

行
わ

れ
る

も
の

す
る

な
ど

著
し

く
人

を
畏

怖
さ

せ
る

よ
う

な
方

法
に

よ
つ

て
行

わ
れ

る

も
の

。

備
考
　
表
中
の

の
記
載
は
注
記
で
あ
る

［
　

］



 
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
国
家

 

公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改
　
　
　
正
　
　
　
後

改
　
　
　
正
　
　
　
前

 
 

（
法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

第
1
5
条
の
２
　
法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合

第
1
5
条
の
２
　
［
同
左
］

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

⑴
　
拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭

⑴
　
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法

こ

和
2
3
年
法
律
第
1
6
8
号
）
第
5
6
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い

（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
6
8
号
）
第
5
6
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に

て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
）
に
拘
置
を
さ

お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
）
に
拘
置

れ
た
場
合
若
し
く
は
被
留
置
受
刑
者
と
し
て
留
置
施
設
に
留
置
を
さ
れ
た

を
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
被
留
置
受
刑
者
と
し
て
留
置
施
設
に
留
置
を
さ

場
合
、
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
に
拘
置
を
さ
れ
た
場
合
、
労

れ
た

場
合

、
死
刑
の
言
渡

し
を
受
け
て
刑
事

施
設
に
拘
置
を
さ
れ

た
場

役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労
役
場
に
留
置
を
さ
れ
た
場
合
又
は
法
廷

合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労
役
場
に
留
置
を
さ
れ
た
場
合
又

等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
2
8
6
号
）
第
２
条
第

は
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
2
8
6
号
）
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執
行
の
た
め
監
置
場
（
監
置
の
裁
判

２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執
行
の
た
め
監
置
場
（
監
置

の
執
行
を
受
け
る
者
を
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
に
留
置
す
る
場
合
に
お

の
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
を
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
に
留
置
す
る
場

け
る
当
該
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
を
含
む
。
）
に
留
置
を
さ
れ
た
場
合

合
に
お
け
る
当
該
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
を
含
む
。
）
に
留
置
を
さ
れ

た
場
合

⑵
　
［
略
］

⑵
　
［
同
左
］

。

備
考
　
表
中
の

の
記
載
は
注
記
で
あ
る

［
　
］



 
（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前



 
（
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
六
条　

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
運
転
適
性
指
導
員
）

（
運
転
適
性
指
導
員
）

 

第
五
条　

法
第
百
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

第
五
条　

［
同
上
］

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

 
 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

三　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三　

［
同
上
］

［
イ
・
ロ　

略
］

［
イ
・
ロ　

同
上
］

ハ　

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る

ハ　

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る

行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）

行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
ロ
に
規
定
す

第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
ロ
に
規
定
す

る
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り

る
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を

、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二

終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

［
四
・
五　

略
］

［
四
・
五　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

 



 
（
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
欠
格
事
由
）

（
欠
格
事
由
）

第
二
条　

分
析
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
法
第

第
二
条　

［
同
上
］

百
八
条
の
十
四
第
二
号
に
規
定
す
る
事
故
例
調
査
（
以
下
「
事
故
例
調
査
」

と
い
う
。
）
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

三　

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
第
百
八
条
の
十
八
の
規
定
に

三　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
第
百
八
条
の
十
八
の
規
定
に
違

違
反
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

反
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い

け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

者

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 
（
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
指
定
の
基
準
等
）

（
指
定
の
基
準
等
）

 
 

第
一
条　

［
略
］

第
一
条　

［
同
上
］

２　

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準

２　

［
同
上
］

（
大
型
自
動
車
免
許
（
以
下
「
大
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課

程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
大
型
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

届
出
自
動
車
教
習
所
に
お
い
て
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知

一　

［
同
上
］

識
の
教
習
に
従
事
す
る
職
員
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
大
型

自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
（
仮
運
転
免
許
（
以
下
「
仮
免

許
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
現
に
受
け
て
い
る
者
（
当
該
免
許
の
効

力
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
「
大
型
免
許
に
係

る
届
出
自
動
車
教
習
所
指
導
員
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

 

イ　

［
略
］

イ　

［
同
上
］

ロ　

法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
（
大
型
免
許
に

ロ　

［
同
上
］

係
る
者
に
限
る
。
）
又
は
届
出
自
動
車
教
習
所
指
導
員
研
修
課
程
（
自

動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
届
出
自
動
車
教
習
所
の
職
員
に
対
す

る
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
研
修
の
課
程
で
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
大
型
免
許
に
係
る
も
の
を
修
了

し
た
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

［
⑴
～
⑶　

略
］

［
⑴
～
⑶　

同
上
］

⑷　

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規

⑷　

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規



定
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
）
の
運
転
に
関
し
自
動
車

定
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
）
の
運
転
に
関
し
自
動
車

の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（

の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号

又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号

の
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

の
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三

を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

⑸　

［
略
］

⑸　

［
同
上
］

 
 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

［
３
～

　

略
］

［
３
～

　

同
上
］

10

10

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 
（
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条　

交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
交
通
事
故
相
談
員
）

（
交
通
事
故
相
談
員
）

第
四
条　

都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を

第
四
条　

［
同
上
］

法
第
百
八
条
の
三
十
一
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
交
通
事
故
に
関
す
る

相
談
に
応
ず
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
相
談
業
務
」
と
い
う
。
）

に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 
 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

三　

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

三　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い

け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

 
 

［
四
～
六　

略
］

［
四
～
六　

同
上
］

［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

 
 

（
調
査
員
）

（
調
査
員
）

第
五
条　

都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を

第
五
条　

［
同
上
］

法
第
百
八
条
の
三
十
一
第
二
項
第
七
号
又
は
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
の

業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。

一　

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

一　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い

け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

 
 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

 
 

（
運
転
適
性
指
導
者
）

（
運
転
適
性
指
導
者
）



第
六
条　

都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を

第
六
条　

［
同
上
］

法
第
百
八
条
の
三
十
一
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
運
転
適
性
指
導
の
業

務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
導
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
。 

 

一　

［
略
］

一　

［
同
上
］

二　

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

二　

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
転

る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
転

に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す

に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で

の
罪
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を

の
罪
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

）

 
 

［
三
～
五　

略
］

［
三
～
五　

同
上
］

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 
（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条　

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
指
導
員
）

（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
指
導
員
）

第
二
条　

法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規

第
二
条　

［
同
上
］

則
で
定
め
る
者
は
、
同
項
の
認
定
を
受
け
て
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
を
行

う
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
課
程
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
以
下
「
運
転

免
許
取
得
者
等
教
育
指
導
員
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一　

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
課
程
以
外
の
課
程　

教
習
指
導
員
資
格
者
証
の

一　

［
同
上
］

交
付
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
課
程

に
お
け
る
指
導
に
用
い
る
自
動
車
の
種
類
（
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
用

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
大
型
自
動
二
輪
車
等
。
イ
⑴
及
び
⑵
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
認
定
に
係
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
課
程
に

お
け
る
指
導
に
用
い
る
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自

動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転

免
許
を
除
く
。
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
現
に
受
け
て
い
る
者
（
免

許
の
効
力
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）

 
 

イ　

［
略
］

イ　

［
同
上
］

ロ　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

ロ　

［
同
上
］

［
⑴
・
⑵　

略
］

［
⑴
・
⑵　

同
上
］

⑶　

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ

⑶　

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ

る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六

る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
法
第

号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
法
第



百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号
の
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
拘
禁

百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号
の
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
禁
錮

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者

二　

［
略
］

二　

［
同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 
（
警
察
官
等
警
棒
等
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条　

警
察
官
等
警
棒
等
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
平
成
十
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

 
 

第
二
条　

［
略
］

第
二
条　

［
同
上
］

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

３　

第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
「
凶
悪
な
罪
」
と
は
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（

３　

第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
「
凶
悪
な
罪
」
と
は
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
七
条
た
だ
し
書
第
一
号
に
規
定
す

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
七
条
た
だ
し
書
第
一
号
に
規
定
す

る
「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
当
た
る
凶
悪
な

る
「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
こ
に
あ

、

罪
」
を
い
う
。

た
る
兇
悪
な
罪
」
を
い
う
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 
（
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条　

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
指
定
）

（
指
定
）

第
四
条　

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
指
定
は
、
犯
罪
被
害
等
を
早
期
に

第
四
条　

［
同
上
］

軽
減
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
（
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
犯
罪
被
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
再
び
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
営
利
を
目
的

と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

 
 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

三　

役
員
、
犯
罪
被
害
相
談
員
等
及
び
援
助
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち

三　

［
同
上
］

に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
。

イ　

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行

イ　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な

な
い
者

い
者

 
 

［
ロ
～
ニ　

略
］

［
ロ
～
ニ　

同
上
］

［
四
～
十　

略
］

［
四
～
十　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

 

正
）

第
十
三
条　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

 

成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
の
方
法
）

（
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
の
方
法
）

 
 

第
五
条　

［
略
］

第
五
条　

［
同
上
］

２　

前
項
第
四
号
の
識
別
符
号
付
与
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
は
、
次
に
掲
げ

２　

［
同
上
］

る
要
件
を
備
え
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

一　

［
同
上
］

 
 

イ　

［
略
］

イ　

［
同
上
］

ロ　

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金

ロ　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金
の

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
の

の
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

 
 

［
ハ
～
ト　

略
］

［
ハ
～
ト　

同
上
］

 
 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

［
３
・
４　

略
］

［
３
・
４　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 
（
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条　

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

 

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
員
）

（
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
員
）

第
二
条　

法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
第
一
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規

第
二
条　

［
同
上
］

則
で
定
め
る
者
は
、
同
項
の
認
定
を
受
け
て
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
を
行

う
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
以
下
「
運
転

免
許
取
得
者
等
検
査
員
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 

一　

［
略
］

一　

［
同
上
］

二　

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

二　

［
同
上
］

 
 

イ　

［
略
］

イ　

［
同
上
］

ロ　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

ロ　

［
同
上
］

 
 

⑴　

［
略
］

⑴　

［
同
上
］

⑵　

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規

⑵　

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
）
の
運
転
に
関
し
自
動
車

定
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
）
の
運
転
に
関
し
自
動
車

の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（

の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号

又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号

の
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

の
罪
を
除
く
。
）
を
犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三

を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 

附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
警
察
表
彰
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
表
彰
規
則
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る

 

禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

 

（
犯
罪
捜
査
規
範
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
等
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
罪
に
関
し
て
は
、
犯
罪
捜
査
規

範
第
百
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
拘
留
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
罪
は
拘
留
に
当
た
る
罪
と
み
な
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
捜
査
規
範
（
次



項
に
お
い
て
「
新
犯
罪
捜
査
規
範
」
と
い
う
。
）
第
百
八
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
の
懲
役

又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
、
短
期
一
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪

 

は
そ
れ
ぞ
れ
短
期
一
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
み
な
す
。

２　

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
新
犯
罪
捜
査
規
範
第
二
百
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲

役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
犯
罪
は
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
に
当
た
る
犯
罪
と
、
旧
拘
留
に
当
た
る
犯
罪
は
拘
留
に
当
た
る
犯
罪
と
み

 

な
す
。

 

（
警
察
官
等
拳
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条　

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
官
等
拳
銃
使
用
及
び
取
扱

い
規
範
第
二
条
第
二
項
（
第
一
号
チ
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

無
期
又
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
、
そ
れ
ぞ
れ
無
期
又
は
長
期
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪

 

と
み
な
す
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

 

置
）



第
五
条　

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
拘
禁
刑
若

し
く
は
拘
留
」
と
あ
る
の
は
、
「
拘
禁
刑
、
拘
留
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）

第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
、
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
若
し
く
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
」
と
す

 

る
。

 

（
警
察
官
等
警
棒
等
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条　

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
警
察
官
等
警
棒
等
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
第
四
条
第
二
項

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警
察
官
等
警
棒
等
使
用
及

び
取
扱
い
規
範
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
凶
悪
な
罪
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
官
等
警
棒
等
使
用
及
び
取
扱

い
規
範
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
凶
悪
な
罪
と
み
な
す
。


